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［
二
〇
二
一
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

進
化
・
宗
教
・
国
家

明
治
国
家
と
「
優
勝
劣
敗
」
の
思
想
─
加
藤
弘
之
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
を
め
ぐ
っ
て

─
田
中
　
友
香
理

は
じ
め
に

　

本
報
告
で
は
、
明
治
国
家
の
形
成
、
確
立
過
程
と
進
化
論
に
基
づ

い
た
国
家
思
想
の
関
係
に
つ
い
て
、
近
代
国
家
と
宗
教
と
い
う
問
題

を
介
在
さ
せ
て
、
加
藤
弘
之
を
中
心
に
論
じ
る
。
先
行
研
究
に
お
い

て
、
加
藤
は
社
会
進
化
論
に
よ
っ
て
国
家
権
力
を
絶
対
化
し
、
逆
に

個
人
の
権
利
の
進
化
を
阻
害
す
る
思
想
を
形
成
し
た
悪
し
き
社
会

ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ス
ト
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
当
時
の
社

会
進
化
論
自
体
が
、
生
存
競
争
説
に
よ
っ
て
社
会
の
変
化
を
説
明
す

る
と
い
う
疑
似
科
学
的
な
学
説
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
明
治
十
年
代
、
わ
が
国
の
思
想
界
は
「
進
化
論
の
語
は

翼
を
生
じ
て
飛
」
ぶ
が
ご
と
き
状
態
に
お
か
れ
（
三
宅
雪
嶺
『
明
治
思

想
小
史
』
丙
午
出
版
社
、
大
正
二
年
、
一
一
〇
頁
）、
と
く
に
Ｈ
・
ス
ペ
ン

サ
ー
の
社
会
進
化
論
は
、
自
由
民
権
派
、
官
僚
、
学
者
、
学
生
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
キ
リ
ス
ト
者
、
仏
教
者
、
そ
し
て
後
年
の
社
会
主

義
者
ら
の
多
様
な
社
会
、
国
家
思
想
の
基
本
原
理
に
な
っ
た
。

　

右
の
よ
う
な
社
会
進
化
論
の
わ
が
国
に
お
け
る
思
想
史
的
意
義
に

つ
い
て
は
、
近
年
、
松
本
氏
が
、
社
会
進
化
論
の
根
底
に
人
間
の

「
生
存
の
欲
求
」
が
据
え
ら
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
天
賦
人
権
説

と
は
異
な
る
「
自
然
権
思
想
を
形
成
す
る
可
能
性
」
を
見
出
そ
う
と

し
た
。
こ
れ
は
進
化
論
の
も
つ
普
遍
的
な
意
味
を
問
う
た
も
の
で
あ

り
、
本
報
告
で
は
明
治
期
日
本
特
有
の
問
題
と
し
て
改
め
て
捉
え
な

お
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
一
方
で
、
嘉
戸
氏
は
北
一
輝
に
着
目
し
、
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13　明治国家と「優勝劣敗」の思想

北
に
お
け
る
社
会
進
化
論
が
国
体
論
の
か
わ
り
に
「
国
家
統
治
の
準

拠
」
と
し
て
作
用
し
て
い
た
と
し
、
右
田
氏
は
「
エ
リ
ー
ト
層
」
が

進
化
論
を
「
皇
国
史
観
」
否
定
の
知
的
武
器
と
し
て
い
た
と
結
論
し

た
。
つ
ま
り
、
社
会
進
化
論
は
明
治
国
家
の
統
治
の
正
統
化
に
奉
仕

す
る
思
想
と
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
明
治
国
家
形
成
、
確
立
過
程
の
な
か
で
社

会
進
化
論
に
立
脚
し
て
国
家
を
論
じ
続
け
た
加
藤
弘
之
に
焦
点
を
当

て
、
彼
の
国
家
思
想
が
変
容
し
な
が
ら
も
、
国
体
論
を
批
判
す
る
可

能
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
、
宗
教
と
い

う
補
助
線
を
設
け
る
こ
と
で
、
国
体
論
と
交
錯
す
る
統
治
の
正
統
性

原
理
お
よ
び
「
神
」
概
念
を
分
析
し
、
付
託
さ
れ
た
課
題
に
応
え
て

い
き
た
い
。

Ⅰ　
『
人
権
新
説
』
の
思
想
世
界

　

加
藤
弘
之
が
進
化
論
を
受
容
す
る
の
は
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

二
月
の
開
成
学
校
綜
理
着
任
前
後
で
、
当
時
の
読
書
録
「
疑
堂
備

忘
」
を
み
る
と
、
ス
ペ
ン
サ
ー
で
は
な
く
、
Ｅ
・
ヘ
ッ
ケ
ル
の
著
書

『
造
化
史
』（N
aturliche Schopfungsgeschichte,�1（（（

）
か
ら
「K

am
pf�

um
s�D

asein

〔
生
存
競
争
─
引
用
者
補
記
〕」
等
の
概
念
を
学
ん
で
い
た

こ
と
が
わ
か
る
（
東
京
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
「
加
藤
弘
之
草
稿
」、
大
久
保

利
謙
・
田
畑
忍
監
修
『
加
藤
弘
之
関
係
文
書
』
第
一
巻
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九

九
〇
年
、
一
九
八
頁
）。
ス
ペ
ン
サ
ー
が
社
会
進
化
の
先
に
小
さ
な
政

府
の
実
現
を
見
出
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ヘ
ッ
ケ
ル
は
強
力
な
中

央
政
府
を
理
想
と
し
、
国
家
に
対
す
る
個
人
の
奉
仕
を
当
然
視
し
た
。

こ
の
点
は
後
に
日
清
戦
後
の
加
藤
の
国
家
思
想
に
お
い
て
表
面
化
す

る
。

　

同
十
五
年
刊
行
の
『
人
権
新
説
』（
谷
山
楼
）
で
は
、
天
賦
人
権
説

が
何
ら
実
証
さ
れ
て
い
な
い
「
蜃
気
楼
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て

否
定
さ
れ
、
そ
の
学
問
的
根
拠
は
「
物
理
ノ
学
科
」
と
そ
の
「
裨

補
」
を
受
け
た
「
心
理
ニ
係
レ
ル
学
科
」
に
求
め
ら
れ
た
（
二
頁
）。

同
書
で
引
用
さ
れ
た
西
欧
の
文
献
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
た
と
え
ば
、

ド
イ
ツ
の
新
歴
史
学
派
の
社
会
経
済
学
者
Ａ
・
シ
ェ
フ
レ
、
歴
史
法

学
者
Ｒ
・
イ
エ
ー
リ
ン
グ
、
イ
ギ
リ
ス
の
考
古
学
者
Ｊ
・
ラ
ボ
ッ
ク

や
人
類
学
者
Ｅ
・
タ
イ
ラ
ー
ら
か
ら
、
実
証
と
実
験
を
導
入
し
た
新

た
な
人
文
社
会
科
学
の
手
法
を
学
ん
で
い
る
。

　

右
の
よ
う
な
学
問
か
ら
導
か
れ
る
の
が
、「
優
勝
劣
敗
」（Ü

berleben�

der�A
npassungsfähigsten�

の
訳
語
）
を
内
実
と
す
る
「
万
物
法
」
＝

「
自
然
法
」
＝「
ロ
ウ
・
オ
フ
・
ナ
チ
ュ
ー
ル
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
動

植
物
、
人
間
、
社
会
す
べ
て
に
通
底
す
る
と
さ
れ
（
二
六
頁
）、
い
わ

ゆ
る
自
然
法
で
は
な
く
、
自
然
科
学
か
ら
導
か
れ
る
法
則
を
意
味
し

た
。「
優
勝
劣
敗
」
の
原
理
に
基
づ
き
、
国
家
統
治
の
担
い
手
も
変

化
す
る
と
さ
れ
、
武
力
に
よ
っ
て
国
家
を
創
始
し
た
「
最
大
優
者
」

と
そ
の
後
継
で
あ
る
「
王
公
政
府
」
は
、
権
威
を
維
持
し
な
が
ら
も
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新
た
に
「
社
会
共
存
上
ノ
大
権
力
」
を
把
握
し
た
「
上
等
平
民
」

（
＝
た
と
え
ば
英
国
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
）
を
統
治
の
側
に
受
け
入
れ
、
立

憲
君
主
政
体
を
実
現
す
る
（
五
〇
頁
）。
要
す
る
に
、
加
藤
は
『
人
権

新
説
』
に
お
い
て
、
国
家
統
治
の
正
統
性
を
「
優
勝
劣
敗
」
の
原
理

に
求
め
る
と
と
も
に
、
立
憲
君
主
制
確
立
の
道
筋
を
描
い
た
の
で
あ

る
。

　

同
時
代
の
政
治
状
況
に
目
を
転
じ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
議
院
内

閣
制
の
導
入
を
主
張
し
た
大
隈
重
信
が
同
十
四
年
十
月
に
下
野
し
、

政
府
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
モ
デ
ル
の
憲
法
起
草
が
目
指
さ
れ
た
。
同
年

七
月
、
右
大
臣
岩
倉
具
視
が
提
出
し
た
「
大
綱
領
」
で
は
、
広
範
な

天
皇
大
権
と
欽
定
憲
法
主
義
が
示
さ
れ
、
議
院
内
閣
制
が
排
除
さ
れ

た
。「
大
綱
領
」
の
起
草
者
で
あ
る
井
上
毅
は
、
後
に
『
憲
法
義
解
』

に
お
い
て
天
照
大
神
の
「
神
勅
」
を
受
け
た
天
皇
が
「
公
民
」
を

「
恵
み
」「
撫
で
」
る
こ
と
で
、「
天
職
」
と
し
て
わ
が
国
を
統
治
し

て
き
た
と
い
う
「
シ
ラ
ス
」
型
統
治
論
を
編
み
出
し
た
。

　

つ
ま
り
、
統
治
の
正
統
性
を
、
井
上
は
神
話
に
基
づ
い
た
「
神

勅
」
に
、
加
藤
は
「
万
物
法
」
か
ら
導
か
れ
る
国
家
創
始
の
事
実
に

求
め
た
。
さ
ら
に
井
上
が
天
皇
と
「
公
民
」
の
関
係
を
「
恵
み
」

「
撫
で
」
る
と
い
う
情
誼
的
要
素
か
ら
説
い
た
の
に
対
し
て
、
加
藤

に
お
い
て
両
者
は
、
権
利
を
め
ぐ
る
「
優
勝
劣
敗
」
の
競
争
関
係
に

あ
る
と
さ
れ
、
普
通
選
挙
制
度
や
議
院
内
閣
制
の
導
入
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
後
、
加
藤
は
参
事
院

（
同
十
四
年
）
の
構
成
員
と
し
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ
な
が
ら
も
実
際
に

登
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
大
日
本
帝
国
憲
法
起
草
過
程
か
ら
も
除

外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

明
治
憲
法
制
定
と
社
会
進
化
論

　

い
わ
ゆ
る
「
明
治
の
青
年
」
は
社
会
進
化
論
を
積
極
的
に
受
容
し
、

藩
閥
政
府
批
判
の
論
理
を
導
き
出
し
た
。
徳
富
蘇
峰
は
「
平
民
主

義
」
を
、
三
宅
雪
嶺
や
志
賀
重
昂
ら
政
教
社
の
メ
ン
バ
ー
は
「
国
粋

保
存
主
義
」
を
そ
れ
ぞ
れ
社
会
進
化
論
に
基
づ
い
て
立
論
し
た
。
政

教
社
の
メ
ン
バ
ー
が
大
同
団
結
運
動
に
携
わ
る
な
か
、
す
で
に
東
京

大
学
総
理
か
ら
元
老
院
議
官
に
転
じ
て
い
た
加
藤
は
、
明
治
二
十
二

年
（
一
八
八
九
）
に
政
論
雑
誌
『
天
則
』
を
創
刊
し
、
同
誌
上
で
彼

ら
と
協
働
関
係
を
築
い
て
い
っ
た
。

　
『
天
則
』
誌
上
に
お
い
て
、
加
藤
は
「
優
勝
劣
敗
」
を
内
実
と
す

る
「
万
物
法
」
＝「
自
然
法
」
を
新
た
に
「
天
則
」
と
い
う
用
語
を

用
い
て
説
明
し
直
し
、「
万
古
不
朽
の
国
粋
」
と
し
て
「
日
本
人
種
」

と
「
無
窮
皇
統
」
の
永
久
保
存
を
訴
え
た
（「
軽
進
者
流
と
頑
論
者
流
は

宜
し
く
社
会
進
化
の
天
則
を
知
る
へ
し
」、『
天
則
』
第
一
編
第
一
号
、
明
治
二

十
二
年
、
二
七
頁
）。
明
治
憲
法
に
お
い
て
「
神
勅
」
を
受
け
た
万
世

一
系
の
天
皇
が
「
国
家
統
治
ノ
大
権
」
を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
た
こ

と
を
意
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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15　明治国家と「優勝劣敗」の思想

　

そ
も
そ
も
、「
天
則
」
と
は
自
然
、
人
間
、
社
会
す
べ
て
を
支
配

す
る
天
地
自
然
の
法
則
を
意
味
す
る
漢
語
で
、
皇
帝
も
天
意
を
受
け

た
統
治
者
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
加
藤
は
、
天
皇
と
い
う
存
在
を
、

何
と
か
自
身
の
「
万
物
法
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
た
め

に
、「
国
粋
」
と
い
う
淘
汰
の
除
外
規
定
を
導
入
し
、「
万
物
法
」
に

お
け
る
「
優
勝
劣
敗
」
の
作
用
を
弱
め
た
の
で
あ
る
。

　

思
想
変
容
の
種
子
は
、
彼
の
「
神
」
観
念
に
も
胚
胎
し
て
い
る
。

翌
年
十
月
、
教
育
勅
語
発
布
の
約
二
週
間
前
、
加
藤
は
神
道
に
つ
い

て
「
帝
室
の
御
威
光
に
関
係
」
す
る
の
で
、
他
宗
教
を
信
仰
す
る
者

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
神
道
に
お
け
る
「
宗
旨
外
に
超
越
」
し
た

「
神
」
を
拝
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
（「
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
」、

『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
四
巻
第
四
四
号
、
同
二
十
三
年
、
五
四
九
─
五
五
〇
頁
）。

加
藤
は
、
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
国
家
神
道
に
理
解
を
示
し
つ
つ
、

明
治
憲
法
お
よ
び
教
育
勅
語
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
た
国
体
論
に
積
極

的
に
接
近
し
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

日
清
戦
争
前
後
の
「
道
徳
」
と
「
宗
教
」

　

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
十
二
月
三
十
日
未
明
、
加
藤
弘
之

は
「
実
ニ
不
思
議
千
万
ナ
ル
夢
」
を
見
た
。「
夢
」
の
な
か
の
加
藤

は
、「
美
貌
」
の
「
天
照
大
神
」
か
ら
「
神
」
を
「
誉
ム
ル
ナ
ル
ヘ

シ
」
と
の
「
演
説
」
を
聴
い
た
。
目
覚
め
た
彼
は
「
余
カ
神
代
ノ
神

ヲ
信
ス
ル
モ
ノ
ニ
モ
ア
ラ
ス
、
実
ニ
何
ノ
縁
ヨ
リ
此
ノ
如
キ
夢
ヲ
見

シ
ヤ
」
と
不
可
解
の
感
に
打
た
れ
た
（「
明
治
二
十
七
年
日
記�

甲
午
」
十

二
月
三
十
日
条
、
東
京
大
学
文
書
館
所
蔵
「
加
藤
弘
之
関
係
資
料
」
一
─
二
二
）。

こ
の
一
文
は
重
要
で
、「
神
代
ノ
神
」
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
神
勅
」
に
よ
っ
て
統
治
の
正
統
性
を
説
明
す
る
と
い
う
考
え
に
距

離
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
日
清

戦
争
中
の
不
思
議
な
「
夢
」
に
現
れ
た
「
天
照
大
神
」
は
、
加
藤
を

か
ら
め
と
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
『
強
者
の
権
利
の
競
争
』（
哲
学
書
院
、
同
二
十
六
年
）
で
は
、「
立
憲

政
治
」
が
「
権
力
」
の
「
衝
突
平
均
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
し
な
が

ら
も
、「
衝
突
」
は
次
第
に
抑
制
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
新
た
な

見
解
を
社
会
有
機
体
説
に
基
づ
い
て
開
陳
し
た
。「
社
会
生
物
即
チ

国
家
」
は
本
質
的
に
「
自
己
自
身
タ
ル
国
家
全
体
ト
其
細
胞
タ
ル
各

個
人
ノ
維
持
進
歩
ヲ
以
テ
俱
ニ
主
眼
」
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（
八
─

九
頁
）。
社
会
有
機
体
内
の
競
争
を
抑
止
す
る
用
具
が
「
道
徳
法
律
」

と
「
宗
教
」
で
、
こ
れ
ら
は
「
個
人
」
の
「
利
己
心
」
を
「
利
他

心
」
に
変
容
さ
せ
、「
国
家
」
へ
の
自
発
的
貢
献
を
促
成
す
る
。

　

こ
う
し
て
彼
の
当
面
の
思
想
課
題
は
、
あ
り
う
べ
き
「
道
徳
法

律
」
と
「
宗
教
」
の
模
索
に
据
え
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
井
上
哲
次

郎
ら
の
「
日
本
主
義
」
道
徳
、
文
部
省
の
「
公
徳
」
養
成
と
同
じ
く
、

日
清
戦
争
と
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
急
速
に
形
成
さ
れ
た
「
国
民
」

「
臣
民
」
像
の
内
実
を
充
塡
す
る
と
い
う
同
時
代
的
要
請
に
応
え
る
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も
の
で
あ
っ
た
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
明
治
国
家
に
お
け
る
「
道
徳
法
律
」
の
頂
点
に

は
天
皇
が
あ
り
、
加
藤
も
そ
れ
を
明
瞭
に
意
識
し
て
い
た
。「
道
徳
」

に
関
し
て
い
え
ば
、
彼
は
『
小
学
校
教
育
改
良
論
』（
哲
学
書
院
、
同

二
十
七
年
）
で
、「
徳
教
の
土
台
」
が
「
詔
勅
」、
つ
ま
り
「
吾
か
万

世
一
系
な
る　

聖
天
子
の
御
教
旨
即
ち
御
命
令
」
に
あ
る
と
述
べ

（
五
八
─
五
九
頁
）、
貴
族
院
と
高
等
教
育
会
議
に
お
い
て
国
費
に
よ
る

修
身
教
科
書
編
纂
を
訴
え
、
同
三
十
三
年
に
は
修
身
教
科
書
調
査
委

員
会
委
員
長
に
任
命
さ
れ
た
。「
宗
教
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
加
藤

は
、
宗
教
の
機
能
を
「
凡
庸
人
」
や
「
無
知
識
社
会
」
の
民
の
教
化

に
限
定
し
た
う
え
で
（「
宗
教
改
良
」、『
太
陽
』
第
三
巻
第
二
号
、
同
三
十

年
、
一
一
一
頁
）、
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、「
脅

迫
」
し
て
で
も
キ
リ
ス
ト
者
に
「
御
真
影
」
を
奉
拝
さ
せ
る
べ
き
だ

と
論
じ
（「
基
督
教
の
偶
像
拝
礼
の
禁
に
就
て
」、
同
右
第
二
巻
第
一
九
号
、
同

二
十
九
年
、
一
五
四
頁
）、「
国
体
」
を
傷
つ
け
る
「
信
教
の
自
由
」
を

「
国
家
の
大
憂
」
と
敵
視
す
る
に
い
た
っ
た
（「
再
び
信
教
自
由
に
就
て
」、

同
右
第
三
巻
第
一
九
号
、
同
三
十
年
、
一
六
頁
）。
日
清
戦
争
後
の
現
実
的

な
思
想
課
題
へ
の
応
答
の
な
か
で
、「
優
勝
劣
敗
」
を
抑
制
す
る
統

治
の
用
具
と
し
て
「
道
徳
」
と
「
宗
教
」
を
位
置
づ
け
、
国
体
論
へ

の
さ
ら
な
る
傾
斜
を
み
せ
た
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

日
露
戦
争
後
に
お
け
る
社
会
進
化
論
の
行
方

　

日
露
戦
争
か
ら
明
治
末
年
に
か
け
て
、
社
会
進
化
論
に
基
づ
く
国

家
思
想
は
い
か
な
る
結
末
を
迎
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
刊
行
の
『
国
家
の
統
治
権
』（
実
業
之
日
本
社
）
で
は
、
国

家
有
機
体
説
に
基
づ
い
て
、
国
家
の
「
思
惟
中
枢
」
を
「
君
主
」
に
、

「
国
民
」
を
「
君
主
の
統
治
補
助
機
関
」
に
擬
し
、「
君
主
」
と
「
国

民
」
に
よ
る
統
治
の
在
り
方
を
「
国
家
の
自
治
」
と
表
現
し
た
（
二

二
─
二
五
頁
）。「
国
家
の
自
治
」
に
お
い
て
は
、「
君
主
」
の
権
力
が

「
人
世
的
「
自
然
」
力
」
す
な
わ
ち
「
社
会
国
家
の
盛
衰
興
亡
又
は

開
否
文
野
の
相
違
」
と
「
補
助
機
関
た
る
国
民
の
知
識
才
能
」
に
よ

っ
て
制
限
さ
れ
る
と
し
た
（
四
七
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
進
歩
し
た
国

で
は
、「
公
議
輿
論
」
と
そ
れ
を
代
表
す
る
「
政
党
」
に
よ
っ
て

「
君
主
」
の
「
専
制
」
が
制
限
さ
れ
る
（
四
八
頁
）。
こ
れ
は
『
人
権

新
説
』
に
お
け
る
「
王
公
政
府
」
と
「
上
等
平
民
」
に
よ
る
立
憲
君

主
政
体
運
用
と
い
う
理
想
像
を
ほ
ぼ
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
が
、
ほ
ぼ
、
と
限
定
し
た
の
は
、
統
治
へ
の
参
与
者
が
「
上

等
平
民
」
だ
け
で
な
く
、「
国
民
」
全
体
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
北
一
輝
『
国
体
論
及
び
純
正
社
会
主
義
』（
明
治
三
十
九
年
）

の
「
公
民
国
家
」
論
に
似
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
北
が
国
体
論
に
お

け
る
天
皇
を
否
定
し
た
の
に
対
し
て
、
加
藤
は
日
本
独
自
の
「
人
世

日本思想史学54-シンポ-田中友香理氏【再校】　　［出力］ 2022年9月28日　午後1時40分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



17　明治国家と「優勝劣敗」の思想

的
「
自
然
」
力
」
と
し
て
、「
天
皇
」
─「
臣
民
」
間
の
「
父
子
親
愛

の
情
誼
」
を
あ
げ
、
両
者
の
情
誼
的
関
係
を
軸
と
し
た
統
治
を
「
族

父
統
治
」
と
称
し
（
四
九
頁
）、「
国
体
論
」
か
ら
導
か
れ
る
家
族
国

家
観
を
採
っ
た
。
日
本
は
立
憲
君
主
政
体
と
「
族
父
統
治
」
の
二
つ

の
顔
を
も
つ
異
形
の
国
家
と
し
て
描
か
れ
た
。

　

こ
の
二
面
性
を
支
え
る
原
理
が
「
自
然
」
で
、『
人
権
新
説
』
に

お
け
る
「
自
然
」
と
は
生
存
競
争
が
起
こ
る
場
で
あ
っ
た
が
、『
自

然
と
倫
理
』（
実
業
之
日
本
社
、
同
四
十
五
年
）
に
お
け
る
「
自
然
」
は
、

質
量
保
存
の
法
則
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
「
物

質
と
勢
力
の
合
一
体
」
と
さ
れ
、「
進
化
」
も
そ
の
一
現
象
と
さ
れ

た
（
一
三
頁
）。
人
間
が
「
利
己
心
」
を
も
っ
て
生
存
競
争
を
行
な
う

側
面
も
、
逆
に
自
身
の
「
利
己
心
」
を
「
利
他
心
」
に
変
容
さ
せ
て

社
会
や
国
家
を
構
成
す
る
側
面
も
と
も
に
「
自
然
」
と
さ
れ
、
こ
こ

に
「
万
物
法
」、「
天
則
」
と
変
容
し
て
き
た
加
藤
の
国
家
思
想
を
支

え
た
原
理
は
、「
優
勝
劣
敗
」
と
そ
れ
を
制
御
す
る
作
用
を
抱
え
こ

む
矛
盾
に
満
ち
た
「
自
然
」
に
行
き
つ
い
た
。

　

右
の
よ
う
な
「
自
然
」
に
よ
っ
て
「
神
」
は
い
か
に
説
明
さ
れ
た

の
か
。
終
生
無
神
論
者
で
あ
っ
た
加
藤
で
あ
る
が
、
明
治
四
十
五
年

に
自
身
の
遠
祖
の
地
、
茨
城
県
筑
波
郡
を
訪
問
し
、
大
正
二
、
三
年

に
は
同
地
の
一
ノ
矢
八
坂
神
社
に
「
追
遠
碑
」
と
題
し
た
石
碑
と
、

「
吁
偉
哉
神
之
遺
徳
」
と
題
し
た
扁
額
を
奉
納
し
、
南
北
朝
時
代
に

南
朝
方
に
つ
き
、
北
畠
親
房
に
従
っ
た
自
身
の
祖
先
を
顕
彰
し
た
。

没
後
、
同
五
年
二
月
十
三
日
に
無
宗
教
の
告
別
式
で
葬
ら
れ
た
が
、

天
皇
か
ら
の
幣
帛
は
嫡
子
の
照
麿
が
受
納
し
た
。

　

そ
し
て
、
加
藤
は
「
神
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
神
」
と
は
「
皇
祖
皇
宗
」
と
「
皇
室
国
家
に
殊
勲
の
あ
つ
た
人
人
」

を
「
国
家
的
崇
拝
物
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
（『
吾
国
体
と
基
督
教
』

金
港
堂
、
同
四
十
年
、
三
一
頁
）。
つ
ま
り
、
天
皇
の
「
神
」
性
は
「
神

勅
」
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
家
の
創
始
と
維
持
と
い

う
歴
史
的
事
実
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

お
わ
り
に

　

本
報
告
で
は
、
加
藤
弘
之
を
中
心
と
し
て
明
治
国
家
と
社
会
進
化

論
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
。
明
治
憲
法
制
定
ま
で
の
彼
の
国
家
思

想
は
、「
優
勝
劣
敗
」
を
内
実
と
す
る
「
万
物
法
」
に
基
づ
き
、
漸

進
的
な
立
憲
政
体
へ
の
移
行
を
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
憲

法
に
天
皇
主
権
が
明
記
さ
れ
、
統
治
の
正
統
性
が
「
神
勅
」
に
求
め

ら
れ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
変
容
し
た
。「
優
勝
劣
敗
」
の
除
外
規

定
と
し
て
「
国
粋
」
が
見
出
さ
れ
、
さ
ら
に
現
実
的
な
レ
ベ
ル
で
は

日
清
戦
争
後
に
「
優
勝
劣
敗
」
を
抑
制
す
る
用
具
と
し
て
「
道
徳
法

律
」
と
「
宗
教
」
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
宗
教
観
に
お
い
て
は
、
信

仰
心
の
よ
う
な
内
面
性
に
か
か
わ
る
問
題
が
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
、

統
治
の
手
段
と
し
て
の
意
味
の
み
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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右
の
過
程
で
「
万
物
法
」
は
「
自
然
」
へ
と
変
容
し
、
国
家
有
機

体
説
と
接
合
す
る
こ
と
で
、
加
藤
の
国
家
思
想
は
奇
怪
な
相
貌
を
呈

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
明
治
国
家
の
説
明
原
理
を

「
物
理
ノ
学
科
」
に
拠
っ
て
模
索
し
続
け
た
努
力
の
結
果
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
最
後
ま
で
、
立
憲
政
体
の
理
想
像
を
天
皇
の

「
神
」
性
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
社
会
進
化
論
に

基
づ
く
国
家
思
想
は
明
治
中
期
〜
大
正
初
期
の
国
体
論
の
根
幹
を
否

定
す
る
可
能
性
を
蔵
し
、
き
わ
め
て
独
特
な
境
域
を
保
ち
続
け
た
も

の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
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